
1 48
太田市職員等の旅費に関
する条例の全部を改正す
る条例

附則第５条

（太田市特別職の職員で非常勤のものの報
酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）
第５条　太田市特別職の職員で非常勤のも
のの報酬及び費用弁償に関する条例（平成
１７年太田市条例第６２号）の一部を次のよう
に改正する。
　第２条中「別表第１」を「別表」に改める。
　第５条第２項を削り、・・・（略）・・・とする。
　別表第２を削り 、別表第１を別表とする。

（太田市特別職の職員で非常勤のものの報
酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）
第５条　太田市特別職の職員で非常勤のも
のの報酬及び費用弁償に関する条例（平成
１７年太田市条例第６２号）の一部を次のよう
に改正する。
　（新設）
　第５条第２項を削り、・・・（略）・・・とする。
　別表第２を削る。

2 48
太田市職員等の旅費に関
する条例の全部を改正す
る条例

附則第７条

（太田市消防団条例の一部改正）
第７条　太田市消防団条例（平成１７年太田
市条例第２４６号）の一部を次のように改正す
る。
　第１５条第２項中「別表第１」を「別表」に改
める。
　第１７条第１項中・・・（略）・・・に改める。
　別表第２を削り 、別表第１を別表とする。

（太田市消防団条例の一部改正）
第７条　太田市消防団条例（平成１７年太田
市条例第２４６号）の一部を次のように改正す
る。
　（新設）
　第１７条第１項中・・・（略）・・・に改める。
　別表第２を削る。

3 56
太田市立幼稚園設置条例
を廃止する条例

附則第３項

（太田市特別職の職員で非常勤のものの報
酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）
３　太田市特別職の職員で非常勤のものの
報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７年
太田市条例第６２号）の一部を次のように改
正する。
　別表幼稚園内科医の項及び幼稚園歯科医
の項を削る。

（太田市特別職の職員で非常勤のものの報
酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）
３　太田市特別職の職員で非常勤のものの
報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７年
太田市条例第６２号）の一部を次のように改
正する。
　別表第１幼稚園内科医の項及び幼稚園歯
科医の項を削る。
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　令和７年１２月１６日に公布した条例について、下記のとおり誤りがありましたので訂正いたします。

誤条例名
通し
番号

条例番号 該当箇所 正


